
注意！
マイナ免許証を取得する方へ

マイナ免許証の取得後に、マイナン
バーカードを更新すると、更新後のマ
イナンバーカードには免許情報が引き
継がれません。更新後に再度マイナ免
許証の取得を希望される場合は、別途
手数料（1,500円）が発生します。

本年秋には、更新後のマイナンバー
カードに自動的に免許情報が引き継が
れる運用が開始される予定ですが、そ
れまでの間は、マイナンバーカードの
有効期限が近づいている方は、
○ マイナンバーカードの更新後に、
マイナ免許証取得の手続を行って
いただくか、

○ 従来の運転免許証との２枚持ち
としていただきますよう、

お願いいたします。
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